
※個別メール･お電話での申込はお受けしかねます、何卒ご諒承ください。
※お申込受領後、ご記入いただいたメールアドレスに「受講証」と「請求書」をお送りします（満席の場合もご連絡します）。2～3日経っても連絡がない場合は、
　お手数ですが事務局までご一報ください。
※「請求書」をご確認いただきましたら、受講料のお振込をお願いします。
※お振込をいただいた方には、研修当日、正式な領収書（発票）をお渡しします。
※お申込後にご参加いただけなくなった場合には、代理の方の出席も可能です。なお、最終的にご欠席の場合は、資料の送付をもって出席に代えさせていただきます。
※ごく稀に研修内容の一部を変更することがありますので、予めご諒承願います。
※セミナーの録音・録画・撮影と、同業者様のお申込は、お断りします。

【個人情報の取扱について】
参加申込書にご記入いただきました個人情報は、以下の目的のみに利用し、無断で第三者に開示することはございません。
①本セミナーに関する連絡事項　②キャストグループが開催するセミナー・企画等各種情報のご案内
詳細は弊グループプライバシーポリシーをご参照下さい。　（URL　http://www.cast-group.biz/privacypolicy.html）
なお、今後②をご希望でない場合や、登録内容の変更等があった場合には、お手数ですがinfo@cast-consulting.co.jpへご連絡ください。

1）FAX申込
下段参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて事務局までお送りください。

お申込方法（事前申込制・先着順） 

FAX： 021-6881-2550
2）メール申込
下段参加申込書に必要事項をご記入の上、申込書PDFをメールにて事務局までお送りください。

Mail： info@cast-consulting.co.jp
キャスト中国ビジネス研修事務局

電話： 021-6321-3000㈹　キャスト上海： 張静（内線277）、
ながて

長手（内線190）

「最新版・中国現法の与信管理」参加申込書（2014年4月）
以下の項目を全てご記入の上、お申込みください。（お一人様につき1枚ご記入をお願いします）

A  D  S

貴社名

（〒　　　　　　　　　　　）

（○をつけてください）

（3/28（金）までの受付）

ご芳名

E-Mail

部署名•お役職

お電話

ご住所

a. 一般受講料 1,000元（税込）

b. キャスト会員様受講料 500元（税込）
　【ID:   　　　　　　　　　　　　　】

c. 早期申込特典受講料 800元（税込）

（○をつけてください） 　①　広州　4月16日（水）　　　②　上海　4月17日（木）　　　③　北京　4月24日（木）

（発票に記載しますので、正式名称を中国語でご記入ください。）

日本
ご本社名

（例：上海、広州等）

中
国
拠
点
所
在
地

発票

（○をつけてください）

イ．増値税普通発票　　ロ．どちらでもよい

ハ．増値税専用発票
（ハ．の場合、後日「納税人識別番号」「基本口座開設銀行名」

「基本口座番号」「会社登記住所」を別途お知らせ願います。）

最新版・中国現法の与信管理
～事後の「債権回収」より、事前の「対応策」を～

広州・上海・北京

　中国においては、ここ数年、企業の信用にかかわる情報の公示のためのシステムが徐々に構築されてきており、今年に
入ってから相次いで関連法令が改正されている出資払込に関する規制緩和などを受けて、さらなるシステムの充実が図られて
いる途上にあります。しかし、残念ながらこれらを現地法人の日常業務に取り込んで活用するまでには実務に浸透して
いないように思われる部分もあります。また、現地法人と中国内資企業との間で与信を設定して取引を行う割合も増えて
いるところ、これに対応したノウハウの蓄積という面でも必ずしも十分とは言えないように思われる場面もあります。
　そのような状況のもと、中国現地におけるビジネス拡大のために与信管理にかかわる社内の体制や業務フローを見直す
ことは、現地法人における売上の増大と並行して取り組まれるべき課題であろうと思われます。
　そこで、今回は、最近における与信管理に活用できる新たな制度やツール、また現場における様々なトラブル事例の紹介を
通じて、教訓として生かすべき与信管理の留意事項を紹介するとともに、中国国内の取引における与信管理のあり方に
ついて日本弁護士と中国律師が双方の視点から解説させていただきます。

【中級2～3】 ☆★★☆☆

東京   大阪   上海   北京   大連   蘇州   広州   深圳   香港
ヤンゴン   ホーチミン

キャストグループ拠点

4500件以上の中国法令日中対訳データベースと
1000件以上のQ&Aで貴社中国業務をバックアップ

定額制ネットサービス『キャスト中国ビジネス』

キャスト中国ビジネス研修事務局
キャスト上海　電話:021-6321-3000　担当：張静（×276）、

ながて

長手（×190）

お問合せ先

1　なぜ今、改めて中国での与信管理が重要に？
2　与信管理のための社内制度設計は如何にあるべきか（概論）
3　取引開始時の審査、与信枠の設定
4　取引開始時の契約、担保取得
5　既存取引先との取引過程での工夫とチェック
6　営業の現場から見た取引先の与信判断
7　回収方法別の与信設定（中国での手形取引等）
8　法的手続に頼らない任意での債権回収のために　

セミナープログラム 上海北京 13:30～16:30（受付13:00）
 広州 14:30～17:30（受付14:00）

※3月28日（金)まで、早期割引受講料適用！

受講料 

一般のお客様

1,000元（税込）

キャスト
中国ビジネス会員様 早期申込特典受講料※

800元（税込）500元（税込）

日時
2014年4月16日（水）14:30～17:30
中泰国際広場Ａ座23階 Regus
（広州東駅西隣、広州は、上海・北京と開催時間が異なります。）

広州
会場

2014年4月17日（木）13:30～16:30
国家開発銀行ビル5F　
（浦東南路500号）

上海
会場

2014年4月24日（木）13:30～16:30
長富宮飯店　
（北京市朝陽区建国門外大街26号）

北京
会場

  定員 各30名（先着順、事前申込制）

変化するビジネス環境、「転ばぬ先の杖」

講師

金藤 力  弁護士
（弁護士法人キャスト大阪事務所代表）

李淑芹  中国律師（上海勤瑞律師事務所主任）

日本国弁護士（大阪弁護士会所属）。1998年京都大学法学部卒業、2000年弁護士
登録。弁護士登録後は主として訴訟対応業務に約3年間、その後、上場企業法務部
においてインハウスローヤーとしてM&Aを含む企業法務全般に約4年間従事した
経験をもとに、2008年からは中国業務を主として取り扱っている。

上海勤瑞法律事務所代表、創始パートナー。1984年7月東北師範大学政法学院
卒業、1994年5月から1年の実習律師を経て1995年6月律師として独立業務執行
開始。律師登録後は大学講師しながら主として刑事弁護、債権回収訴訟代理、
不動産業務に約4年間従事した経験をもとに、2001年大阪市立大学法学院民法
修士学位取得、日本国村尾龍雄法律事務所研修を経て、専職律師としてM&A、
会社清算、労務、不動産など日本企業中国進出業務を主として取り扱っている。
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